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児童扶養手当の一部改正
　児童扶養手当法の一部改正に伴い、児童扶
養手当が年３回払いから年６回払いになりま
す。
　このため8月支払まで４ヶ月分（4～7月）、
11 月支払は３ヶ月分（8 ～ 10 月）、１月支
払から２ヶ月分（11 ～ 12 月）となります。
※現行制度では、8 月の現況届時に提出され

る前年所得に応じて、12 月支払分から手
当額の変更を行っています。制度改正後は、
翌年 1 月支払分から手当額の変更を行い
ます。

支払月 旧

４月 12～３月分

８月 ４～７月分

12月 ８～ 11月分

支払月 新

３月 １～２月分

５月 ３～４月分

７月 ５～６月分

９月 ７～８月分

11月 ９～ 10月分

１月 11～ 12月分

　８月は、『児童扶養手当現況届』の提出月です。詳細は、受給者宛に通知します。
　期間内に手続きをされないと手当の支払いが差し止められる場合がありますのでご注意ください。
◇提出期間　８月１日（木）～ 30 日（金）

～ 初日（８月１日）は、ハローワークの就職相談窓口を町役場に設けます。 ～

◇相談時間　午後１時 30 分～午後３時 30 分
◇場所　町役場２階会議室
※事前にお問い合わせください。

ご存じですか？児童扶養手当
◇児童扶養手当の対象者
　父母が婚姻を解消した児童や父または母が死亡した児童など（18 歳の年度末までの間にある人、ま

たは 20 歳未満で一定の障害の状態にある人）を養育している母または父のひとり親家庭の人など
※所得制限および公的年金受給者は併給制限があります。
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